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社会福祉法人豊立会定款  

 

第１章  総   則  

 （目的）  

第１条  この社 会福祉法人 (以下「法人 」という。 )は 、多様な福祉サー

ビ ス が そ の 利 用 者 の 意 向 を 尊 重 し て 総 合 的 に 提 供 さ れ る よ う 創 意 工

夫 す る こ と に よ り 利 用 者 が 個 人 の 尊 厳 を 保 持 し つ つ 自 立 し た 日 常 生

活が営むことが できるよう支援す ることを目的とし て、次の社会福祉

事業を行う。  

 

   （１）第 一種社会福祉事業  

     （ア ）特別養護老人ホ ームの経営  

   （２）第 二種社会福祉事業  

     （ア ）老人デイサービ ス事業の経営                         

     （イ ）老人短期入所事 業の経営  

     （ウ ）老人介護支援セ ンターの経営  

（エ）老人居宅 介護等事業の経営  

     （オ ）老人福祉センタ ーの経営          

     （カ ）認知症対応型通 所介護事業の経営  

（キ）小規模多 機能型居宅介護事 業の経営  

（ク）障害福祉 サービス事業の経 営  

     （ケ ）相談支援事業の 経営  

     （コ ）同行援護事業の 経営  

     （サ ）地域活動支援セ ンターの経営  

     （シ ）認知症対応型共 同生活介護事業の 経営  

     （ス ）病児保育事業の 経営  

（名称）  

第２条  この法 人は、社会福祉法 人豊立会という。  

 （経営の原則 ）  

第３条  この法 人は、社会福祉事 業の主たる担い手 としてふさわしい事

業を確実、効果的かつ適正に行う ため、自主的にその経営基盤の強化

を図るとともに、その提供する福 祉サービスの質の 向上並びに事業経

営の透明性の確 保を図り、もって地域福祉の推進に 努めるものとする 。 
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２  この法人は 、地域社会に貢献 する取り組みとし て、地域の独居高齢

者、認知症高齢者等を支援するた め、無料または低額な料金で福祉サ

ービスを積極的 に提供するものと する。  

 （事務所の所 在地）  

第４条  この法 人の事務所を千葉 県成田市押畑８９ ６番地４に置く。  

２  前項のほか 、従たる事務所を 千葉県成田市新町 １０３７番６３に置

く。  

 

第２章  評議員  

（評議員の定数 ）  

第５条  この法 人に評議員７名を 置く  

（評議員の選任 及び解任）  

第６条  この法 人に評議員選任・解任委員会を置き 、評議員の選任及び

解任は、評議員 選任・解任委員会 において行う。  

２  評議員選任・解任委員会は 、監事１名 、事務局員１名 、外部委員１

名の合計３名で 構成する。  

３  選任候補者 の推薦及び解任の 提案は、理事会が 行う。評議員選任・

解任委員会の運 営についての細則 は、理事会におい て定める。  

４  選任候補者 の推薦及び解任の 提案を行う場合に は、当該者が評議員

と し て 適 任 及 び 不 適 任 と 判 断 し た 理 由 を 委 員 に 説 明 し な け れ ば な ら

ない。  

５  評議員選任・解任委員会の決 議は、委員３名全 員が出席し、その過

半数を持って行 う。ただし、外部委員 の１名以上が 出席し 、かつ 、外

部委員の１名以 上が賛成すること を要する。  

（評議員の資格 ）  

第７条  社会福 祉法第４０条第４ 項及び第５項を遵 守するとともに、こ

の法人の評議員 のうちには、評議員のいずれか１人 及びその親族その

他特殊の関係が ある者（租税特別措置法施行令第２ ５条の１７第６項

第１号に規定す るものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数の

３分の１を超え て含まれることに なってはならない 。  

（評議員の任期 ）  

第８条  評議員 の任期は、選任後 ４年以内に終了す る会計年度のうち最

終のものに関す る定時評議員会の 終結の時までとし、再任を妨げない 。 



 -  ３  -  

２  評議員は、第５条に定める定 数に足りなくなる ときは、任期の満了

又は辞任により 退任した後も、新たに選任されたも のが就任するまで 、

なお評議員とし ての権利義務を有 する。  

 （評議員の報 酬等）  

第９条  評議員 に対して、評議員 会において別に定 める報酬等の支給の

基準に従って算 定した額を、報酬 として支給するこ とができる。  

 

第３章  評議員 会  

 （構成）  

第１０条  評議 員会は全ての評議 員をもって構成す る。  

（権限）  

第１１条  評議 員会は次の事項に ついて決議する。  

（１）  理事及び監事の 選任又は解任  

（２）  理事及び監事の 報酬等の額  

（３）  理事及び監事並 びに評議員に対す る報酬等の支給の 基準  

（４）  計算書類（貸借 対照表及び収支計 算書） 及び財産目 録の承認  

（５）  定款の変更  

（６）  残余財産の処分  

（７）  基本財産の処分  

（８）  社会福祉充実計 画の承認  

（９）  事業計画及び収 支予算  

（ 10）  臨機の措置（予算外の新 たな義務の負担及 び権利の放棄）  

（ 11）  公益事業・収益事業に関 する重要な事項  

（ 12）  解散  

（ 13）  そ の 他 評議 員 会 で 決 議 す る も の と し て 法 令 又 は こ の 定 款 で 定 め

られた事項  

（開催）  

第１２条  評議 員会は、定時評議 員会として毎会計 年度終了後３か月以

内に開催するほ か、必要がある場 合に開催する。  

（招集）  

第１３条  評議 員会は、法令に別 段の定めがある場 合を除き、理事会の

決議に基づき理 事長が招集する。  

２  評議員は、理事長に対し、評 議員会の目的であ る事項及び召集の理
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由を示して、評 議員会の招集を請 求することができ る。  

（決議）  

第１４条  評議 員会の決議は、決 議についての特別 の利害関係を有する

評議員を除く評 議員の過半数が出 席し、その過半数 をもって行う。  

２  前項の規定 にかかわらず、次 の決議は、決議に ついて特別の利害関

係 を 有 す る 評 議 員 を 除 く 評 議 員 の ３ 分 の ２ 以 上 に あ た る 多 数 を 持 っ

て行わなければ ならない。  

（１）  監事の解任  

（２）  定款の変更  

（３）  その他法令で定 められた事項  

３  理事又は監 事を選任する議案 を決議するに際し ては、各候補者ごと

に第１項の決議 を行わなければな らない。理事又は監事の候補者の合

計数が多い第１ ６条に定める定数 を上回る場合には、過半数の賛成を

得 た 候 補 者 の 中 か ら 得 票 数 の 多 い 順 に 定 数 の 枠 に 達 す る ま で の 者 を

選任することと する。  

４  第１項及び 第２項の 規定にか かわらず、評議員（当該事項について

議 決 に 加 わ る こ と が で き る も の に 限 る 。） の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記

録により同意の 意思表示をしたと きは、評議員の決議があったものと

みなす。   

（議事録）  

第１５条  評議 員会の議事につい ては、法令で定め るところにより、議

事録を作成する 。  

２  議 長 及 び 出 席 し た 評 議 員 の う ち か ら 選 出 さ れ た 議 事 録 署 名 人 ２ 名

が、前項の議事 録に署名押印する 。  

 

第４章  役員及 び職員  

 （役員の定数 ）  

第１６条  この 法人には次の役員 を置く。  

（１）理事   ６名      

（２）監事   ２名      

２  理事のうち １名を理事長とす る。  

３  理事長以外 の理事のうち、１ 名を業務執行理事 とする。  

 （役員の選任 ）  
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第１７条  理事 及び監事は、評議 員の決議によって 選任する。  

２  理事長及び 業務執行理事は、理事会の決議によ って理事の中から選

定する。  

（役員の資格）  

第１８条  社会 福祉法第４４条第 ６項を遵守すると ともに、この法人の

理事のうちには、理事のいずれか １人及びその親族 その他特殊な関係

がある者の合計 数が、理事総数の３分の１を超えて 含まれることにな

ってはならない 。  

２  社会福祉法 第４４条第７項を 遵守するとともに 、この法人の監事に

は、この法人の理事（その他特殊の関係がある者を 含む。）及び評議員

（その親族その 他特殊の関係があ る者を含む。）並びに 、この法人の職

員が含まれては ならない。  

 （理事の職務 及び権限）  

第１９条  理事 は、理事会を構成 し、法令及びこの 定款で定めるところ

により、職務を 執行する。  

２  理事長は、法令及びこの定款 で定めるところに より、その業務を執

行し、業務執行理事は、理事会において定めるとこ ろにより、この法

人の業務を分担 執行する。  

３  理事長及び 業務執行理事は、毎会計年度に４か 月を超える間隔で２

回以上、自己の職務の執行の状況 を理事会に報告し なければならない 。 

 （監事の職務 及び権限）  

第２０条  監事 は、理事の職務の 執行を監査し、法 令で定めるところに

より、監査報告 を作成する。  

２  監事は、い つでも、理事及び 職員に対して事業 の報告を求め、この

法人の業務及び 財産の状況の調査 をすることができ る。  

 （役員の任期 ）  

第２１条  理事 又は監事の任期は 、選任後２年以内 に終了する会計年度

のうち最終のも のに関する定時評 議員会の終結の時 までとし、再任を

妨げない。  

２  理事又は監 事は、第１６ 条に 定める定数に足り なくなるときは、任

期の満了又は辞 任により退任した 後も、新たに選任された者が就任す

るまで、なお理 事又は監事として の権利義務を有す る。  

 （役員の解任 ）  
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第２２条  理事 又は監事が、次の いずれかに該当す るときは、評議員会

の決議によって 解任することがで きる。  

（１）  職務上の義務に 違反し、または職 務を怠ったとき。  

（２）  心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 執 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪 え

ないとき。   

（役員の報酬等 ）  

第２３条  理事 及び監事に対して 、評議員会におい て別に定める報酬な

どの基準に従っ て算定した額を報 酬として支給する ことができる。   

（職員）  

第２４条  この 法人に、職員を置 く。  

２  この法人の 設置経営をする施 設の長他の重要な 職員（以下「施設長

等」という。） は、理事会におい て、選任及び解任 する。  

３  施設長等以 外の職員は、理事 長が任免する。  

 

第５章  理事会  

 （構成）  

第２５条  理事 会は、全ての理事 をもって構成する 。  

 （権限）  

第２６条  理事 会は、次の職務を 行う。ただし、日 常の業務として理事

会が定めるもの については理事長 が専決し、これを理事会に報告する 。 

（１）  この法人の業務 執行の決定  

（２）  理事の職務の執 行の監督  

（３）  理事長及び業務 執行理事の選定及 び解職  

 （招集）  

第２７条  理事 会は、理事長が招 集する。  

２  理事長が欠 けたとき又は理事 長に事故があると きは、各理事が理事

会を招集する。  

 （決議）  

第２８条  理事 会の決議は、決議 について特別な利 害関係を有する理事

を除く理事の過 半数が出席し、そ の過半数をもって 行う 。  

２  前項の規定 にかかわらず、理 事（当該事項につ いて議決に加わるこ

と が で き る も の に 限 る 。） の 全 員 が 書 面 又 は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 の

意 思 表 示 を し た と き （ 監 事 が 当 該 提 案 に 対 し て 異 議 を 述 べ た 時 を 除
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く。）は、理事 会の決議があった ものとみなす。  

 （議事録）  

第２９条  理事 会の議事について は、法令で定める ところにより、議事

録を作成する。  

２  出席した理 事長及び監事は、 前項の議事録に記 名押印する。  

 

第６章  資産及 び会計  

 （資産の区分 ）  

第３０条  この 法人の資産は、こ れを分けて基本財 産とその他財産、公

益事業用財産の 三種とする。  

２  基本財産は 、次の各号に掲げ る財産をもって構 成する。  

（１）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８９６番地４、 ８６４番地、８６

５  

番地、８６９番 地、８７０番地、 ８９６番地７、８ ９６番地１２、  

８９６番地１３ 所在の老人ホーム 鉄筋コンクリート 造陸屋根３階建  

１ 階 （ １ ， ９ ８ １ .９ ９ ㎡ ） 

２ 階 （ １ ， ６ ３ ４ .７ ９ ㎡ ） 

３ 階 （    ３ ５ .９ ２ ㎡ ） 

鉄筋コンクリー ト造陸屋根渡廊下 付平屋建  

                     （  ３６０．０８㎡）  

    鉄筋コ ンクリート造陸屋 根平屋建（浴室）  

                     （  １８９．５２㎡）  

    鉄骨造 陸屋根３階建  

                   １階（  ４７９．６６㎡）  

                   ２階（  ４９２．３３㎡）  

                   ３階（  ４７３．９０㎡）  

（２）千葉県成 田市新町１０３７ 番６３所在のデイ サービスセンタ  

   ー  鉄骨 造合金メッキ鋼板 葺平家建 （１，１ ２９．８４㎡）  

（３）千葉県成 田市松崎字備後２ ５９番地所在の小 規模多機能型居

宅介護施設  鉄 骨造合金メッキ鋼 板ぶき２階建   

                              １階（２６５．６６㎡）  

                   ２階（２ ６７．７１㎡）  

（４）千葉県習 志野市谷津三丁目 ２００６番地１２ １所在の老人ホ
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ーム  鉄骨造陸 屋根３階建  

                   １階（１ ０９６．１４㎡）  

                   ２階（１ ６４０．７９㎡）  

                   ３階（１ ３６１．０７㎡）  

（５）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８６４番所在の 特別養護老人ホ  

ーム玲光苑     敷地一筆         （１ ４２㎡）  

（６）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８６５番所在の 特別養護老人ホ  

ーム玲光苑     敷地一筆         （１ ４５㎡）  

（７）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８６９番所在の 特別養護老人ホ  

ーム玲光苑     敷地一筆         （４ ２３㎡）  

（８）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８７０番所在の 特別養護老人ホ  

ーム玲光苑     敷地一筆         （７ ２７㎡）  

（９）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８９６番４所在 の特別養護老人  

ホーム玲光苑    敷地一筆        （３ ,８５１㎡）  

 （ 10）千葉県 成田市押畑字宮之 谷津８９６番７所 在の特別養護老人  

ホーム玲光苑    敷地一筆     （２ ,２７２ .４３㎡）  

 （ 11）千葉県 成田市押畑字宮之 谷津８９６番１２ 所在の特別養護老  

人ホ－ム玲光苑   敷地一筆       （１９９ .７１㎡）  

（ 12）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津８９６番１３所 在の特別養護老  

人ホ－ム玲光苑   敷地一筆        （２４ .４８㎡）  

（ 13）千葉県成 田市押畑字宮之谷 津９０８番３所在 の特別養護老人   

ホ－ム玲光苑    敷地一筆            （７２㎡）  

（ 14）千葉県成 田市松崎字備後２ ５９番地所在の小 規模多機能型居   

宅介護施設まん ざきの家玲光苑  敷地一筆（６２８ .０９㎡）  

（ 15）千葉県成 田市松崎字備後２ ６０番地所在の 小 規模多機能型居   

宅介護施設まん ざきの家玲光苑   敷地一筆  （７ ４７㎡）  

（ 16）千葉県成 田市新町１０３７ 番６３所在の新町 デイサービスセ

ンター玲光苑    敷地一筆    （３，４３１． ４１㎡）  

（ 17）千葉県成 田市新町１０３７ 番６４所在の新町 デイサービスセ

ンター玲光苑    敷地一筆      （４２５． ２９㎡）  

３  その他財産 は、基本財産、公 益事業用財産以外 の財産とする。  

４  公益事業用 財産は、第３８ 条 に掲げる公益を目 的とする事業の用に

供する財産とす る。  
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５  基本財産に 指定されて寄付さ れた金品は、速や かに第２項に掲げる  

ため、必要な手 続きを取らなけれ ばならない。  

 （基本財産の 処分）  

第３１条  基本 財産を処分し、又 は担保に供しよう とするときは、理事

総数の３分の２ 以上の同意 及び評 議員会の承認を得 て、千葉県知事の

承認を得なけれ ばならない。  

ただし、次の各号に掲げる場合に は、千葉県知事の承認は必要としな  

い。  

１  独立行政法 人福祉医療機構に 対して基本財産を 担保にする場合 。  

２  独立行政法 人福祉医療機構と 協調融資（独立行 政法人福祉医療機構

の 福 祉 貸 付 が 行 う 施 設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る 融 資 と 併 せ て 行 う

同 一 の 財 産 を 担 保 と す る 当 該 施 設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る 融 資 を

いう 。以下同じ。）に関する契約を 結んだ民間金融機 関に対して基本財

産を担保に供す る場合（協調融資 にかかる担保に限 る。）。  

 （資産の管理 ）  

第３２条  この 法人の資産は、理 事会の定める方法 により、理事長が管

理する。  

２  資産のうち 現金は、確実な金 融機関に預け入れ 、確実な信託銀行に

信託し、又は確 実な有価証券に換 えて、保管する。  

 （事業計画及 び収支予算）  

第３３条  この 法人の事業計画書 、収支予算書に つ いては、毎会計年度

開始の日の前日 までに、理事長が作成し、理事総数の３分の２以上の

同意及び評議員 会の承認 を受けな ければならない。これを変更する場

合も同様とする 。  

２  前項の書類 については、主た る事 務所及び従た る事業所 に、当該会

計年度が終了す るまでの間備え置 き、一般の閲覧に供するものとする 。 

 （事業報告及 び決算）  

第３４条  この 法人の事業報告及 び決算については 、毎会計年度終了 後、

理事長が次の書 類を作成し、監事の監査を受けたう えで、理事会の承

認を受けなけれ ばならない。  

（１）  事業報告書  

（２）  事業報告の付属 明細書  

（３）  貸借対照表  
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（４）  収支計算書（資 金収支計算書及び 事業活動計算書）  

（５）  貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書 （ 資 金 収 支 計 算 書 及 び 事 業 活 動 計 算

書）の付属明細 書  

（６）  財産目録  

２  前項の承認 を受けた書類のう ち、第１号 、第３ 号、第４号及び第６

号の書類につい ては、定時評議員会に提出し、第１号書類については

その内容を報告 し、その他の書類については、承認を受けなければな

らない。  

３  第１項の書 類のほか、次の書 類を主たる事務所 に５年間 また、従た

る事務所に３年 間備え置き、一般の閲覧に供すると ともに、定款を主

たる事務所及び 従たる事務所に 備 え置き、一般の閲覧に供するものと

する。  

（１）  監査報告  

（２）  理事及び監事並 びに評議員の名簿  

（３）  理 事 及 び 監 事 並 び に 評 議 員 の 報 酬 等 の 支 給 の 基 準 を 記 載 し た 書

類  

（４）  事業の概要を記 載した書類  

 （会計年度）  

第３５条  この 法人の会計年度は 、毎年４月１日に 始まり、翌年３月３

１日をもって終 わる。  

 （会計処理の 基準）  

第３６条  この 法人の会計に関し ては、法令等及び この定款の定めのあ

るもののほか、 理事会において定 める経理規程によ り処理する。  

（臨機の措置）  

第３７条  予算 をもって定めるも ののほか、新たな 義務の負担をし、又

は権利の放棄を しようとするとき は、理事総数の３分の２以上の同意

及び評議員会の 承認 がなければな らない。  

 

第７章  公益を 目的とする事業  

 （種別）  

第 ３ ８ 条  こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 ２ ６ 条 の 規 定 に よ り 、 利 用 者 が 、

個人の尊厳を保 持しつつ、自立した生活を地域社会 において営むこと

ができるよう支 援することなどを 目的として、次の 事業を行う。  
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（１）居宅介護 支援事業  

（２）訪問入浴 介護事業  

（３）訪問入浴 サービス事業  

（４）地域支援 事業を市町村から 受託して実施する 事業  

（５）介護保険 法に基づく 介護予 防・日常生活総合 事業  

（６）保育所の 経営  

（７）訪問看護 事業  

（８）介護保険 法に基づく第 1 号 訪問事業  

（９）介護保険 法に基づく第 1 号 通所事業  

２  前項の事業 の運営に関する事 項については、理 事総数の３分の２ 以

上の同意及び評 議員の承認を 得な ければならない。  

 

第８章  解散  

 （解散）  

第３９条  この 法人は、社会福祉 法第４６条第１項 第１号及び第３号か  

ら第６号までの 解散事由により解 散する。  

 （残余財産の 帰属）  

第４０条  解散（合併又は破算に よる解散を除く）した場合における残  

余 財産 は、 評議員会 の決 議を 得て、社 会福 祉法 人並びに 社会 福祉 事業

を 行う 学校 法人及び 公益 財団 法人のう ちか ら選 出された もの に帰 属す

る。  

 

第９章  定款の 変更  

 （定款の変更 ）  

第４１条  この 定款を変更しよう とするときは、評 議員会の決議を得 て、

千葉県知事の認 可（社会福祉法第４５条 の３６第２ 項に規定する厚生

労働省令で定め る事項に係るもの を除く。）を受けなければならない 。 

２  前 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た と き は 、

遅滞なくその旨 を千葉県知事に届 け出なければなら ない。  

 

第１０章  公告 の方法その他  

 （公告の方法 ）  

第４２条  この 法人の公告は、社 会福祉法人豊立会 の掲示場に掲示する
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とともに、官報 、新聞又は電子公 告に掲載して行う 。  

 （施行細則）  

第 ４ ３ 条  こ の 定 款 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。 

 

  附則  

  この法人の 設立当初の役員は 、次の通りとする 。ただし、この法人

の成立後遅滞な く、この定款に基づき 、役員の選任を行うものとする 。 

 

       理事長    藤  崎      鳳   

       理  事    藤  崎    雅  春   

       理  事    阿  波  嵜  武  夫   

       理  事    橋  本    照  稔   

       理  事    宮  崎      猛   

       理  事    黒  田    春  野   

 

監  事    椎  塚    益  司   

監  事    諸  岡    芳  朗   

    

        一部改正   昭 和６３年  ５月２ ５日  

一部改正   平 成  ５年  ７月  １日  

一部改正   平 成  ６年  ３月  ８日  

一部改正   平 成  ９年１２月  １日  

一部改正   平 成１０年  ４月  １日  

一部改正   平 成１１年  ４月  １日  

一部改正   平 成１２年  ４月  １日  

一部改正   平 成１３年  ４月  １日  

一部改正   平 成１３年１１月  ９日  

一部改正   平 成１４年１１月２ ７日  

一部改正   平 成１５年  ３月２ ４日  

一部改正   平 成１６年  ３月１ ０日  

一部改正   平 成１７年  ６月１ ３日  

一部改正   平 成１８年  ３月３ １日  

                                                                       一部改正   平成１８ 年  ９月２６日  
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一部改正   平 成１９年  ３月３ ０日  

一部改正   平 成２０年  ６月１ ０日  

一部改正   平 成２０年  ８月２ ５日  

一部改正   平 成２２年  １月  ４日  

一部改正   平 成２２年１０月２ ８日  

一部改正   平 成２３年  ５月  ２日  

一部改正   平 成２３年  ８月  ９日  

一部改正   平 成２４年  ５月１ ５日  

一部改正   平 成２４年１０月  ９日  

一部改正   平 成２６年  ５月  １日  

一部改正   平 成２７年  ３月１ ３日  

一部改正   平 成２７年  ４月  １日  

        一部改正   平 成２９年  ４月  １日  

        一部改正   平 成２９年  ７月１ ８日  

附則  

この定款は、令 和６年１２月９日 から施行する。  

 


